
広報　おのまち　10

　　

小
野
町
長
選
挙
執
行
の

小
野
町
長
選
挙
執
行
の

  

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ　　

　

任
期
満
了（
平
成
21
年
３
月
22
日
）に
よ
る
町
長
選
挙
の
日
程
が
、
12

月
２
日
開
催
の
町
選
挙
管
理
委
員
会
に
お
い
て
次
の
と
お
り
決
定
さ
れ

ま
し
た
。

【
選
挙
人
名
簿
の
登
録
】

　

今
回
登
録
さ
れ
る
人
は
、
次
の
要
件
を
満
た
し
た
方
と
な
り
ま
す
。

▽
登
録
基
準
日　

平
成
21
年
３
月
９
日

・
転　
　

入　
　

平
成
20
年
12
月
10
日
ま
で
に
転
入
届
を
し
、
平
成
21

　
　
　
　
　
　

年
３
月
９
日
現
在
、
引
き
続
き
３
か
月
以
上
小
野
町
に

　
　
　
　
　
　

居
住
し
て
い
る
20
歳
以
上
の
方
。

・
新
有
権
者　
　

平
成
元
年
３
月
16
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方
で
、
平
成

　
　
　
　
　
　

21
年
３
月
15
日
現
在
、
引
き
続
き
３
か
月
以
上
小
野
町

　
　
　
　
　
　

に
居
住
し
て
い
る
方
。

【
選
挙
人
名
簿
の
縦
覧
】

　

今
回
登
録
さ
れ
る
方
々
の
名
簿
を
次
に
よ
り
縦
覧
い
た
し
ま
す
。

▽
縦
覧
期
間　

３
月
10
日（
火
）午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

▽
縦
覧
場
所　

小
野
町
役
場（
総
務
課
内
）

【
立
候
補
届
出
等
に
関
す
る
説
明
会
】

　

立
候
補
届
出
及
び
選
挙
運
動
等
に
関
す
る
説
明
会
を
次
に
よ
り
開
催

し
ま
す
。
立
候
補
を
予
定
さ
れ
る
方
は
ご
出
席
く
だ
さ
い
。

▽
日　

時　

平
成
21
年
２
月
５
日（
木
）午
前
10
時
〜

▽
場　

所　

小
野
町
役
場（
第
三
会
議
室
）

◆
問
い
合
わ
せ

　

町
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局（
総
務
課
内
）　

☎
７
２―

２
１
１
１

告
示
日
：
平
成
21
年
３
月
10
日（
火
）

投
票
日
：
平
成
21
年
３
月
15
日（
日
）

　

保
護
者
の
皆
さ
ん
、
お
子
さ
ん

が
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
予

防
接
種
は
全
て
済
み
ま
し
た
か
？

　

小
さ
い
お
子
さ
ん
は
、
自
分
で

予
防
接
種
を
受
け
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
中
学
生
・
高
校
生
が
麻

し
ん
・
風
し
ん
の
予
防
接
種
を
受

け
る
際
に
も
保
護
者
の
同
伴
ま
た

は
同
意
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

保
護
者
の
皆
さ
ん
が
大
切
な
お

子
さ
ん
の
健
康
を
守
っ
て
あ
げ
て

く
だ
さ
い
。

　

予
防
接
種
は
、
定
め
ら
れ
た
期

間
内
で
あ
れ
ば
公
費
負
担
で
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
期
間
外

に
な
っ
て
し
ま
う
と
有
料
に
な
り

ま
す
。

　

予
防
接
種
の
種
類
や
接
種
時
期

な
ど
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は「
お

の
ま
ち
健
康
カ
レ
ン
ダ
ー
」に
掲

載
し
て
あ
り
ま
す
。

　

特
に
麻
し
ん
・
風
し
ん
は
、
全

国
的
に
接
種
率
が
低
く
、
流
行
し

て
感
染
す
る
心
配
が
あ
り
ま
す
。

　

該
当
す
る
１
歳
の
乳
児
、
平
成

21
年
４
月
に
小
学
校
に
就
学
す
る

児
童
、
中
学
１
年
生
及
び
高
校
３

年
生
の
方
は
、
ぜ
ひ
、
麻
し
ん
・

風
し
ん
の
予
防
接
種
を
受
け
て
く

だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ

　

健
康
福
祉
課

　

☎
７
２―

６
９
３
４　

お子さんの予防接種は済みましたか？お子さんの予防接種は済みましたか？～大切なお子さんの健康を守りましょう！～～大切なお子さんの健康を守りましょう！～

　

日
本
国
内
に
住
所
を
有
す
る
20

歳
か
ら
60
歳
ま
で
の
人
は
、
国
民

年
金
に
加
入
し
て
保
険
料
を
納
付

す
る
義
務
が
あ
り
、
老
後
等
に
年

金
を
受
け
取
る
権
利
が
あ
り
ま
す
。

　

自
営
業
者
、
学
生
な
ど
は
第
一

号
被
保
険
者
に
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
、

公
務
員
は
厚
生
年
金
や
共
済
組
合

に
加
入
す
る
と
同
時
に
第
二
号
被

保
険
者
に
、
第
二
号
被
保
険
者
に

扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶
者
は
第
三

号
被
保
険
者
に
な
り
ま
す
。

　

国
民
年
金
な
ど
の
公
的
年
金
は
、

や
が
て
訪
れ
る
長
い
老
後
の
収
入

を
国
が
約
束
し
て
く
れ
る
年
金
制

度
で
す
。

　

ま
た
、
国
民
年
金
は
、
老
後
の

所
得
保
障
だ
け
で
は
な
く
、
病
気

や
け
が
で
重
い
障
害
が
残
っ
た
り
、

18
歳
未
満
の
子
を
残
し
て
、
父
親

が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
も
年
金
を

支
給
し
、
思
い
が
け
な
い
人
生
の

「
万
一
」も
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

　

加
入
手
続
き
は
、
第
一
号
被
保

険
者
は
市
区
町
村
役
場
で
、
第
三

号
被
保
険
者
は
配
偶
者
の
勤
務
先

な
ど
を
経
由
し
て
行
い
ま
す
。
第

二
号
被
保
険
者
は
厚
生
年
金
保
険

な
ど
の
加
入
手
続
き
に
あ
わ
せ
て

行
い
ま
す
の
で
、
個
別
の
手
続
き

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　

第
一
号
被
保
険
者
と
な
る
方
は
、

20
歳
に
な
っ
た
ら
忘
れ
ず
に
加
入

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
学
生
で
あ
る
場
合
な
ど
、

収
入
が
少
な
い
た
め
国
民
年
金
保

険
料
の
納
付
が
で
き
な
い
場
合
は
、

申
請
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
猶

予
・
免
除
と
な
る「
学
生
納
付
特

例
制
度
」「
若
年
者
納
付
猶
予
制

度
」「
保
険
料
免
除
・
一
部
納
付

（
免
除
）制
度
」が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
申
請
を
行
わ
な
い
ま
ま
、

国
民
年
金
の
保
険
料
が
未
納
と

な
っ
て
い
る
と
、
万
一
の
と
き
に

障
害
年
金
が
受
け
取
れ
な
い
な
ど

思
わ
ぬ
事
態
を
招
き
ま
す
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ

　

郡
山
社
会
保
険
事
務
所

　

☎
０
２
４
ー
９
３
２
ー
３
４
８
０

　

町
民
生
活
課

　

☎
７
２
ー
６
９
３
３

国国
民民
年年
金金
ココ

－－

ナナ

－－
新
成
人
の
皆
さ
ん
、 

 

国
民
年
金
の
加
入
手
続
き
を
し
ま
し
ょ
う


